
京都市職員給与条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。 
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京都市規則第   号 

   京都市職員給与条例施行細則の一部を改正する規則 

京都市職員給与条例施行細則の一部を次のように改正する。 

第１３条第５項中「同項中「４号給」」を「同項第１号及び第２号中「４号給」とあり，

並びに同項第３号中「４号給に達しない号給数で別に定める号給数」」に，「２号給」を「０

号給」に改める。 

第１５条の６第１項各号列記以外の部分中「に扶養親族」の右に「（条例第７条各号列

記以外の部分に規定する扶養親族をいう。以下同じ。）」を加え，同条第２項中「扶養親族

が条例及びこの規則に定める」を「親族が扶養親族たる」に改める。 

第２０条の５第１項第４号ア中「条例第７条第１項に規定する」を削り，同号イ中「ア

の」を削る。 

別表第２条例別表第１の１の給料表の適用を受ける職員の項，別表第３ 栄養士の項及

び別表第４ １ 栄養士の項中「栄養士」を「管理栄養士」に改める。  
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 

（昇給の基準に関する暫定措置） 

２ この規則の施行の日から平成３３年３月３１日までの間におけるこの規則による改正

後の京都市職員給与条例施行細則第１３条第５項の規定の適用については，同項中「あ

り，並びに」とあるのは「あるのは「１号給」と，」と，「あるのは，」とあるのは「あ

るのは」とする。 

（行財政局人事部給与課） 

 

 


